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今回の改正は、障害児の多様化するニーズへのきめ細かな対応、
障害者の生活と就労に対する支援、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用促進など、

子どもから高齢者まで、すべての世代に関係する内容となっています。
改正された項目ごとに、その内容や対象者、関連機関、サービス提供側の留意点などについて説明します。

特集障害者総合支援法を
改正しました

みんなが活躍する
地域を
共につくる

松浦美紀＝文
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障
害
者
の
生
活
・
就
労
に
対
す
る 

支
援
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る

身
体
や
精
神
に
障
害
や
特
定
の
疾
患
、

難
病
等
を
抱
え
て
い
る
障
害
者
の
総
数
は

２
０
１
１
年
現
在
、
約
７
８
７
・
９
万
人

で
、
人
口
の
約
６
・
２
％
に
相
当
し
ま
す

（
図
表
１
）。そ
の
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

障
害
者
が
地
域
の
な
か
で
生
活
し
て
い
け

る
よ
う
に
支
援
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

は
、
約
79
万
人
の
障
害
者
と
約
24
万
人
の

障
害
児
が
利
用
し
て
い
ま
す（
２
０
１
６

年
10
月
現
在
）。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
関

係
の
予
算
額
は
１
兆
１
５
６
０
億
円
で
す

（
２
０
１
６
年
度
）。
障
害
者
自
立
支
援
法

の
施
行
以
来
、
障
害
者
・
児
へ
の
支
援
は

充
実
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
障
害
者
の
地

域
生
活
や
社
会
参
加
に
対
す
る
さ
ら
な
る

支
援
や
、
障
害
児
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
多
様

化
へ
の
よ
り
き
め
細
や
か
な
対
応
、
質
の

Intro
duction

障
害
者
総
合
支
援
法
が
変
わ
り
ま
し
た
！

２
０
１
６
年
５
月
に
障
害
者
総
合
支
援
法
が
改
正
さ
れ
、２
０
１
８
年
よ
り
施
行
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、障
害
者
支
援
の
現
状
と
、障
害
者
総
合
支
援
法
の
改
正
の
背
景
と
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

高
い
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
提
供
し
て
い

く
た
め
の
環
境
整
備
な
ど
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

ま
ず
は
、
今
回
の
障
害
者
総
合
支
援
法

の
改
正
の
背
景
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

障
害
者
が
地
域
生
活
に
移
行
す
る
際
の

受
け
皿
と
な
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
利
用

者
数
は
、
２
０
０
９
年
３
月
は
約
４
万
８

０
０
０
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
２
０
１
６

年
３
月
に
は
約
10
万
２
０
０
０
人
と
倍
増

し
て
お
り
、
地
域
生
活
へ
の
移
行
ニ
ー
ズ

の
増
加
は
明
ら
か
で
す（
図
表
２
）。

就
労
に
つ
い
て
は
、
一
般
就
労
に
移
行

す
る
障
害
者
数
は
、
２
０
０
９
年
度
は
約

３
３
０
０
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
２
０
１

５
年
度
に
は
約
１
万
２
０
０
０
人
と
３
・

６
倍
増
。
こ
れ
に
伴
い
、
生
活
面
で
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
、
そ
の
対
応
が
必
要

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す（
図
表
３
）。

障
害
者
の
高
齢
化
へ
の
対
応
も
迫
ら
れ

て
い
ま
す
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
65
歳
以
上
の
高
齢
者
数
は
、
２
０
１

０
年
５
月
の
約
５
万
３
０
０
０
人
か
ら
、

２
０
１
５
年
３
月
に
は
約
11
万
７
０
０
０

図表1　障害者の年齢別の数

図表2　地域生活へのニーズ

2009 .3 2010 .3 2011 .3 2012 .3 2013 .3 2014 .3 2015 .3 2016 .3 2017 .3 2018 .3

障害者総数　787.9万人（人口の約6.2％）
うち65歳未満　50％
うち65歳以上　50％

身体障害者（児）
393.7万人

知的障害者（児）
74.1万人

精神障害者
320.1万人

65歳未満の者（31％）

65歳以上の者（69％）

65歳未満
の者
（91％）

65歳未満の者（64％）

65歳以上の者（36％）

地域移行の受け皿となる「グループホーム」のニーズが
増加。

48 ,394 
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102 ,288 

112 ,782 
121 ,599

実績値 見込値

＜グループホームの利用者数の推移＞
（人）

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

就労移行等のサービスを利用して一般就労に移行する障害者が
増加。就労に伴う生活面の課題への対応が必要。

 
3 , 293

 
4 ,403

 
5 ,675

 
7 ,717

 

10 ,001
 10 ,920 

11 ,928

※社会福祉施設等調査

＜一般就労への移行者数の推移＞ （人）

65歳以上の者（9％）

図表3　一般就労への移行
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※身体障害者（児）数は平成23年（在宅）、平成21年（施設）の調査等、知的障
害者（児）は平成23年の調査、精神障害者数は平成23年の調査による推計。
なお、身体障害者（児）には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれて
いない。
※平成23年の調査における精神障害者は宮城県の石巻医療圏及び気仙沼医療
圏並びに福島県を除いた数値である。
※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推
計である。

(C) 2017 日本医療企画.



障害者総合支援法が変わりました！ Intro
duction

人
と
倍
増
し
て
い
ま
す（
図
表
４
）。

ま
た
、
医
療
技
術
の
進
歩
等
を
背
景
と

し
て
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
等
に
長
期
間
入
院
し
た

後
、
引
き
続
き
人
工
呼
吸
器
や
胃
ろ
う
等

を
使
用
し
、
た
ん
の
吸
引
や
経
管
栄
養
な

ど
の
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
障
害
児

が
増
え
て
お
り
、
障
害
児
支
援
の
ニ
ー
ズ

も
多
様
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

３
つ
の
改
正
ポ
イ
ン
ト
を 

チ
ェ
ッ
ク

こ
の
よ
う
な
障
害
者
を
取
り
巻
く
状
況

を
背
景
と
し
て
、
今
回
の
改
正
障
害
者
総

合
支
援
法
で
は「
障
害
者
の
望
む
地
域
生

活
の
支
援
」「
障
害
児
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
へ
の
き
め
細
か
な
対
応
」「
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
確
保
・
向
上
に
向
け
た
環
境
整

備
」の
３
本
の
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
障
害
者
の
望
む
地
域
生
活
の
支
援
」に

つ
い
て
は
、
ま
ず
、
障
害
者
支
援
施
設
や

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
か
ら
一
人
暮
ら
し
へ

の
移
行
を
希
望
す
る
障
害
者
に
つ
い
て
本

人
の
意
思
を
尊
重
し
た
地
域
生
活
を
支
援

す
る
た
め
、
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
、
定

期
的
な
巡
回
訪
問
や
随
時
の
対
応
に
よ

り
、
障
害
者
の
理
解
力
・
生
活
力
等
を
補

う
観
点
か
ら
、
適
時
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
適

切
な
支
援
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
新
た
に
創

設
し
ま
す
。

ま
た
、
障
害
者
の
就
労
に
伴
う
生
活
面

の
課
題
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
事
業
所
や

家
族
と
の
連
絡
調
整
な
ど
の
支
援
を
行
う

サ
ー
ビ
ス
を
新
設
し
、
福
祉
か
ら
就
労
へ

の
移
行
を
図
り
ま
す
。
就
労
移
行
支
援
事

業
所
等
を
利
用
し
て
一
般
就
労
に
移
行
し

た
人
の
数
は
、
２
０
１
２
年
度
は
約
８
０

０
０
人
で
し
た
が
、
２
０
１
７
年
度
中
に

は
２
倍（
約
１
万
６
０
０
０
人
）以
上
と
な

る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
ま
す
ま
す
増
加
す
る
高
齢

障
害
者
へ
の
対
応
と
し
て
、
一
般
の
高
齢

者
と
の
公
平
性
を
踏
ま
え
て
、
利
用
者
負

担
を
軽
減
す
る
な
ど
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
円
滑
な
利
用
を
促
進
し
ま
す
。

「
障
害
児
支
援
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
へ
の

き
め
細
か
な
対
応
」に
つ
い
て
は
、
重
度

の
障
害
な
ど
に
よ
り
外
出
が
著
し
く
困
難

な
障
害
児
に
対
し
、
居
宅
を
訪
問
し
て
発

達
支
援
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
を
新
た
に
設
け

ま
す
。
ま
た
、
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
障

害
児
が
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
各
関
連

分
野
の
連
携
促
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
障
害
児
支
援
の
提
供
体
制

の
計
画
的
な
構
築
を
図
る
た
め
、
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
、「
障
害
児
福
祉
計
画
」

を
策
定
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ま
す
。

「
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
・
向
上
に
向
け

た
環
境
整
備
」に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施

設
・
事
業
所
の
事
業
内
容
等
の
情
報
を
公

表
す
る
制
度
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
自

治
体
の
事
務
の
効
率
化
を
図
る
よ
う
所
要

の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

12
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
今
回
の
障
害
者
総

合
支
援
法
の
改
正
内
容
に
つ
い
て
、
項
目

ご
と
に
詳
し
く
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

2010年5月（国保連データより） 2015年3月（国保連データより）

図表4　各サービス利用者に占める65歳以上の者の割合

サービス種類
利用者数（人）

計 65歳未満 65歳以上 65歳以上
の割合

居宅介護 107,136 98,215 8,921 8.3％

重度訪問介護 7,767 6,584 1,183 15.2％

行動援護 5,015 5,010 5 0.1％

重度包括 24 23 1 4.2％

療養介護 2,097 1,736 361 17.2％

生活介護 131,913 119,663 12,250 9.3％

短期入所 26,941 26,626 315 1.2％

共同生活介護と
共同生活援助合計 58,914 54,259 4,655 7.9％

施設入所支援 65,074 55,204 9,870 15.2％

自立訓練（機能訓練） 2,401 2,204 197 8.2％

自立訓練（生活訓練） 8,867 8,512 355 4.0％

宿泊型自立訓練 674 649 25 3.7％

就労移行支援 20,064 20,063 1 0.0％

就労移行支援（養成施設） 221 221 0 0.0％

就労継続支援A型 10,128 10,085 43 0.4％

就労継続支援B型 91,183 87,580 3,603 4.0％

旧入所施設 120,649 109,083 11,566 9.6％

サービス種類
利用者数（人）

計 65歳未満 65歳以上 6 5歳以上
の割合

居宅介護 155,787 139,442 16,345 10.5％

重度訪問介護 9,960 7,794 2,166 21.7％

行動援護 8,519 8,486 33 0.4％

重度包括 29 28 1 3.4％

療養介護 19,457 17,913 1,544 7.9％

生活介護 260,169 227,897 32,272 12.4％

短期入所 43,119 42,586 533 1.2％

共同生活援助 96,012 85,367 10,645 11.1％

施設入所支援 132,296 105,757 26,539 20.1％

自立訓練（機能訓練） 2,435 2,248 187 7.7％

自立訓練（生活訓練） 12,254 11,668 586 4.8％

宿泊型自立訓練 3,882 3,588 294 7.6％

就労移行支援 29,626 29,602 24 0.1％

就労移行支援（養成施設） 134 134 0 0.0％

就労継続支援A型 47,733 47,255 478 1.0％

就労継続支援B型 196,019 184,588 11,431 5.8％

同行援護 22,512 8,852 13,660 60.7％
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障害福祉計画とは、障害者総合支援法に基づき、障
害福祉サービスなどの提供体制の構築や自立支援給付
などの円滑な実施を目的とし、市町村や都道府県が作
成する計画です。障害者の自己決定と自己選択を尊重
し、市町村を基本とした身近な実施主体により障害の
種別によらない一元的な障害福祉サービスを実施する
こと、地域生活への移行や就労支援などの課題に対応
したサービスの提供体制を整備することを基本理念と
しています。この計画は、国が定める基本的な指針（以
下「基本指針」という）に基づき、定めることとされて
います。基本指針は、これまで3カ年の計画期間ごと
に見直しを行ってきました。
第1期計画期間（平成18〜平成20年度）では、平成
23年度を目標として、地域の実情に応じた数値目標
及び障害福祉サービスの見込み量が設定されました。
続く第2期計画期間（平成21〜平成23年度）では、第
1期の実績を踏まえて、第3期計画期間（平成24〜平
成26年度）では、障害者自立支援法の改正などを踏ま
えて、第4期計画期間（平成27〜平成29年度）では障
害者総合支援法の施行などを踏まえて、それぞれ見直
しを行いました。
次の第5期計画期間は平成30〜平成32年度の3年
間であり、今般、直近の障害者施策の動向等を踏まえ、
基本指針を見直します。主な見直しのポイントとなる
のは、今回の改正法において、障害児福祉計画の策定
が義務づけられたことを踏まえた「障害児のサービス
提供体制の計画的な構築」のほか、「地域における生活
の維持及び継続の推進」「精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築」「就労定着に向けた支援」「地域
共生社会の実現に向けた取組」「発達障害者支援の一層
の充実」などです。
第5期障害福祉計画では、期間が終了する平成32
年度末までに、次のような目標を掲げています。

①施設入所者の地域生活への移行
・地域移行者数は平成28年度末の施設入所者の9％
以上
・施設入所者数は平成28年度末の2％以上削減
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

・各圏域、各市町村に保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場を設置
・精神病床の1年以上入院患者数を14万6000人
〜15万7000人に（平成26年度末の18万5000
人と比べて3万9000人〜2万8000人減）
・退院率は入院後3カ月69％、入院後6カ月
84％、入院後1年90％に（平成27年度時点の上
位10％の都道府県の水準）

③地域生活支援拠点等の整備
各市町村または各圏域に少なくとも1つ整備
④福祉施設から一般就労への移行
・一般就労への移行者数は平成28年度の1.5倍に
・就労移行支援事業利用者は平成28年度の2割以
上増
・移行率3割以上の就労移行支援事業所を全体の5
割以上に
・就労定着支援1年後の職場定着率を８割以上に
⑤障害児支援の提供体制の整備等
・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1
カ所設置する
・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で
構築
・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業
所、放課後等デイサービスを各市町村に少なくと
も1カ所確保する
・医療的ケア児支援の協議の場を各都道府県、各圏
域、各市町村に設置（平成30年度末まで）

また、その他の見直しとして、障害者虐待の防止と
養護者に対する支援、障害を理由とする差別の解消の
推進、意思決定支援や成年後見制度の利用促進のあり
方、難病患者への一層の周知、などを挙げています。
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障害者総合支援法を改正しました
みんなが活躍する地域を共につくる特集
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